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（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人 Sisterhood の理事及び従業員並びにボランティ

ア活動者等が取り組む活動に際しての旅費に関する事項を定めることを目的とする。 

（旅費について） 

第２条 次の各号に該当する場合、実費代償として旅費を支給する。 

（１）法人の活動を行うとき 

（２）外部講師等を招くとき 

（３）他の団体の依頼により旅行をし、当該団体から旅費が支給されない 

者で法人が認めたとき（ただし、旅費の一部が支給された場合は、本規程 

に基づいて計算した額と実支給額との差額を支給する）。 

２ 旅費は、交通費ならびに宿泊費、飲食代とし、その額は原則として第４ 

条の通りとする。ただし、事業の損益の状況や委託事業、外部資金調達の 

有無などを理由に原則が適用できない場合、事務局長及び事業担当者の判 

断でその事業における支給額を決定することができる。 

（旅費交通費の計算） 

第３条 旅費交通費はすべて順路によって計算する。※順路とは、業務の遂行に必要な 

最も経済的な経路とする。 

２ 本規程における発着点は、本規程適用者が勤務する事業所または自宅と 

する。 

（旅費支給の原則） 

第４条 出張の際は原則公共交通機関を利用することとし、交通費は経路に従い、 

経済的、かつ、適正な交通手段による実費を支給することができる。 

２ 自家用者（自動二輪車含む、以下同様）で出張したときは、代表理事の 

承認によってガソリン代を別表の金額で計算し支給することができる。 



３ 県外以外への出張のみ航空機・新幹線・特急の利用が認められ、指定席 

料金を含めて支給することができる。 

４ やむを得ずタクシー・レンタカーを利用した場合は、代表理事の承認に 

よって実費を支給することができる。 

５ 宿泊は、業務が複数日に渡る場合に認めるが、業務が深夜または早朝で 

移動が困難と認められる場合は、事務局長の判断にしたがって前泊・後泊 

を認め、宿泊費を支給することができる。 

６ 旅行期間中に発生した飲食代は、1 人１回につき、1,500 円まで支給する 

ことができる。 

７ 外部講師の招聘時に規定の金額を超える場合、代表理事及び事業担当者 

の判断で規定の金額を超える額を支給することができる。 

ただし、先方からの見積書を要件とする。 

（自家用車の使用） 

第５条 自家用車を使用する場合は、あらかじめ代表理事に申請し、許可を得なけ 

ればならない。 

２業務の事情により移動・運送手段として使用する自家用車は、車検証を 

備え、かつ、必要な賠償責任保険料および諸税金を遅滞なく支払ってあるものに限るもの

とする。  

（承認及び支払い） 

第６条 旅費の支給を受けようとする者は、事前にその目的・経路を所定の様式に 

記入のうえ申請し、代表理事の承認を受けなければならない。ただし、緊 

急用件で出張を要する場合は、事務局長の承認を受けたうえで、帰着後に 

出張申請書を提出することができる。 

２ 旅費の清算払いを請求する者は、必要な書類を添付し、代表理事に請求 



するものとする。 

（出張中の事故） 

第７条 出張中の事故に関しては、当人の責任において処理する。 

（改定） 

第８条 本規定の改廃は理事会が行う。 

２ この規程に定めのない事項については、理事会にて別に定める。 

（附則） 

この規程は、2024 年４月１日から施行する。 

別表 

１．自家用車交通費 

  


